
 「旅費交通費」について     

  
 皆様こんにちは。今年も記帳に関するお役立情報をセプテムメンバーズの皆様へお届けした
いと思います。よろしくお願い致します。今回は、旅費や交通費の経費処理についてお話させ
て頂きます。 
 
 セプテムメンバーズの皆様は、セプテム活動で多方面に訪問されると思いますが、事業活動
での電車代、バス代、タクシー代、パーキング代、高速道路代等は「旅費交通費」として経費
で処理されます。これらの経費は、基本的には領収書を発行してもらえます。領収書があれば
支払いが証明できますので経費で処理できます。 
  
 最近はＩＣカードを利用して電車やバスに乗ることなどが主流になっていて、なかなかキッ
プ売場で購入して領収書を受取るという機会がなくなってきました。その場合の経費処理は、
①日付、②支払金額、③支払先、④利用目的の４項目が必要になってきます。これらを出金伝
票等に記載すれば経費として処理することが出来ます。毎回出金伝票等に記載できない場合は、
メモして時間があるときにまとめて出金伝票等に記載しても大丈夫です。 
  
 また、ネットで予約しての新幹線の代金や、ＥＴＣを利用して高速道路に乗る場合などのク
レジットカードでの支払は、領収書を受取る機会がなかったりします。その場合は、クレジッ
トカードの明細があれば、経費として処理することが出来ますので明細を保管しておきましょ
う。 
 最近では、紙媒体で明細が届かずネットで明細を発行する会社がありますので、そのような
場合はその明細を印刷して保管しておいてください。 
 確定申告スタートまで、あと１ヶ月を切りました。明細の再発行等は時間が掛かりますので、
早めの準備をお願いします。    
  
 不明点等がありましたら、リリーフまでお気軽にお問い合わせ下さい。 

㈱リリーフは“いつまでも賢い人生を送る”皆様の応援団です♪ 

「リリーフ通信・記帳の教室」 

ちょっとためになる申告の情報をお届けします♪ 

㈱リリーフ  記帳の教室事業部 担当：丸山豊正 

〒462-0853  名古屋市北区志賀本通２－１３ 名城ラボビル４Ｆ 

ＴＥＬ：052-912-2180  ＦＡＸ：052-912-2182 

mail：simada4f@po.mirai.ne.jp    

【相談内容】 

2018年1月号 

【相談依頼書】ＦＡＸ：052-912-2182 
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セプテムメンバーズの皆様へ！ 


